
R5 地域こん談会まとめ

自治会名 こん談案件 回答内容 回答者 取組状況 取組状況の説明事項

1
曽我部町
自治会

自治会と市の連携強化及び綿密化について
案件要請に対して回答までの期日がなさす
ぎる

各所管課に対して、案件ごとに回答期限を適切に設定し、期日に余裕をもって案
件要請をする旨を周知していきたいと考えております。これからも、より一層自治
会と市のスムーズな連携につなげていきたいと考えておりますのでよろしくお願
いいたします。

総務部長 ①実施
7月18日(火)、市職員に対して、自治会
と市がスムーズに連携できるよう、対策
を講じることとして周知しました。

2
曽我部町
自治会

自治会と市との連携強化及び綿密化につい
て
市からの案件及び要請に対する応答及び回
答までの期日がなさ過ぎる。自治会からの
要望案件で、市が対応できない場合、通り
一辺倒で「緊急を要する所から実施します」
と回答するのではなく、具体的に、予算的に
絶対厳しいとか、他の方法がないか検討す
るとか、詳細をわかりやすく説明してほし
い。

　市内各町から要望をいただいているため、各町との整合を図る必要があり、そ
れぞれの案件毎に、予算や工法検討が必要となります。それを踏まえて、市内一
円の各種工事において「緊急を要する所から実施します。」との回答とさせていた
だいております。
　また自治会において、どれも緊急性を要するものと思われますが、その中にお
いて、優先順位についてご協議をさせて頂くと共に、今後はもう少し詳細にわか
りやすく回答させて頂くように改善してまいりたいと思います。

まちづくり
推進部長

⑥その他 こん談会時の回答のとおりです。

3
曽我部町
自治会

府道東掛小林線（南条～西条間）千代川の
暗梁化
学生の通学路でありますが、道路が狭く、車
の交通量も多いため出来る範囲の所から、
千代川の暗梁化を進めていただきたい。

　府道東掛小林線につきましては、国道３７２号と４２３号に連絡する道路であり
通過車両が多く、京都府南丹土木事務所において、通学路の安全対策としてこれ
までに路肩のカラー舗装などを実施いただいているところです。
　しかしながら、当該路線は、大部分で歩道がないことから、より安全な道路整備
を要望していただいており、特に穴太寺前交差点については、クランク状に折れ
見通しが悪いため、改良実施に向けて令和４年度は詳細設計と現地測量を実施さ
れました。また、今年度については用地測量、物件調査及び用地買収を進められ
ると聞いております。
　千代川の暗渠化については、自治会から令和５年度府民協働型インフラ保全事
業にて提案いただいておりますので、そちらの結果をお待ちいただくようよろし
くお願い申し上げます。

まちづくり
推進部

⑤困難

府民協働型インフラ保全事業審査結果は
複数の関係者との調整が必要であり、相
当な時間を要するため、不採択となって
おります。
こうしたことから、令和６年２月１５日設
立の東掛小林線整備促進協議会にて要
望していきたいと考えております。
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4
曽我部町
自治会

曽我谷川久保橋周辺の防犯カメラを常設で
設置してほしい。

　本市では、常習的な不法投棄への対策に努める自治会等に対して、常設ではあ
りませんが、不法投棄行為者の特定などを目的として監視カメラを貸与していま
す。
　貸与するカメラは設置が容易な乾電池式で小型のカメラを採用しており、長期
的な監視には不向きな仕様となっています。
　曽我谷川の久保橋周辺では、ポイ捨てなどの不法投棄があるとして、以前に啓
発看板を貸与させていただき、設置いただいているところですが、更なる抑止対
策として防犯カメラの常設が必要な場合には、大変恐れ入りますが、地域での設
置をご検討いただきますようお願いします。

環境先進
都市推進

部長
⑤困難 こん談会時の回答のとおりです。

5
曽我部町
自治会

常設の防犯カメラ設置について（曽我部町
自治会前）
　亀岡市のリースで防犯カメラの貸与があ
るが、３ヶ月限定なので、常設で防犯カメラ
の設置を
検討願いたい。

各自治会が、各地域の実情と必要性に応じて設置していただく場合に、本市は各
自治会に対して、「亀岡市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱」等に基づき、設置
費用の2分の1、上限5万円（防犯灯付防犯カメラは上限7万円）を、１つの年度に
つき２台分まで補助することで運用しているところです。
令和６年度の予算化に向けて、防犯カメラ設置希望調査を実施しますので、要望
いただきたいと考えます。

総務部長 ⑥その他 こん談会時の回答のとおりです。

6
曽我部町
自治会

府道東掛小林線と市道春日部南条線につい
て
・府道東掛小林線に信号機を設置してほし
い
・市道春日部南条線拡幅工事が完成すると
通学路が変更になるので横断歩道だけでは
なく信号機も設置してほしい

a:現在、市道春日部南条線につきましては、地元の方々の協力を得ながら、府道
東掛小林線から約３５０ｍの区間において歩道設置を含む道路改良工事を行って
おります。
　 府道東掛小林線と市道春日部南条線とのＴ字路交差点における信号機の設置
については、公安委員会との協議において、府道東掛小林線に横断歩道を設置す
る協議と合わせて信号機の設置についても協議しておりますが、公安委員会から
は府道東掛小林線の交通量では信号機の設置はできないとの回答となっており
ます。
b:今後亀岡警察署など関係機関と協議を行い、横断歩道の安全サポートとして、
横断歩道注意喚起灯などの設置を含め、通学する児童など、横断歩行者の安全確
保に伴う対策を検討してまいりたいと考えております。

まちづくり
推進部長

a:⑤困難
b:①実施

a
こん談会時の回答のとおりです。
b
現在、当該箇所については、横断者注意
喚起灯や注意看板、歩行者用道路反射鏡
を設置するなどの安全対策を実施済で
す。
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こん談会時の回答のとおりです。
曽我部町
自治会

7

a  プラスチックケースについては、資源ごみのプラスチック類として４５ℓ以下の
透明・半透明の袋に入れて出されていれば回収することとなりますが、商品の購
入店で店頭回収している場合がありますので、まずは、購入店にお問い合わせい
ただきますようご協力をお願いします。
　
b  現在の亀岡市の指定ごみ袋の最小サイズにつきましては、燃やすしかないごみ
は１０ℓ、埋立てるしかないごみは１５ℓとしています。今後は、ごみの減量化及び
資源化に向けて指定ごみ袋のサイズの見直しについても検討しており、今回のご
意見も踏まえながら、方向性を決定していきたいと考えております。

c  金属製の混合ガソリン缶につきましては、中身は空である状態で、指定袋に入
るサイズであれば埋立てるしかないごみで出すことができます。また、袋に入らな
い場合は粗大ごみとして出していただきますようお願いします。

d  生ごみを肥料として活用する方法につきましては、一般家庭を対象に、生ごみ
堆肥化容器（コンポスト）及び生ごみ処理機の購入補助制度を設けています。
この制度の目的でもある、ごみの減量化・リサイクルの推進は、市民の皆様のご協
力が必要不可欠でありますので、本制度のご活用をより多くの皆様にお願いした
いと考えるものです。
（補助金額等）
　　　　種別 　　　　　　　　基準　　　　　　　　 補助率　　　 補助金限度　　　　　  　 備考
生ごみ処理容器　　　 １世帯２基まで 　　　　　１／２ 　　　20,000/１基 　　　100円未満切捨て
生ごみ処理機　　　　  １世帯１基              　 １／２ 　　　20,000/１基 　　　100円未満切捨て

e  ごみの排出に係る集積場の管理等については、様々な問題があると認識して
いるところです。市としましては、ごみの適正な排出に係るチラシの配布やSNS
を通じてルールを守っていただけるよう啓発等に努めているところです。また、
ごみの排出について課題等が生じた場合、集積場に掲出する掲示物を作成してお
り、自治会の皆様と連携しながら集積場の事情に合わせた啓発に取り組んでいき
たいと考えております。
さらに今後、分別拡大を開始した４月以降のよくある排出誤りをまとめたチラシ
を作成し、全世帯へ配布することでルール順守をより一層促してまいります。

ごみ収集方法の再周知及び明確化の件
a  プラケース（酒ビンのケースや野菜のコ

ンテナ、灯油のプラスチック缶）は、回収でき
るか。

b  燃やすしかないゴミ、埋立てるしかない
ごみ袋の最々小を作ってほしい。

c  混合ガソリン用の４ｌの金属缶はどこで回
収していただけるか。

d  燃えるごみの中で生ごみを分別して肥料
に活用する方法はあるか。

e  ごみの排出方法でいまだにルールを守
らない人を見受ける。その方を特定して、方

法順守を促す方法はあるか。

a…①実施
b…③検討
c…①実施
d…①実施
e…①実施

環境先進
都市推進

部長
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8
曽我部町
自治会

農業の活性化について
曽我部町では、南部地域で圃場整備事業が
進展し、大きい圃場が出来てきましたが、肝
心の営農活動がまだ活性化できていませ
ん。将来にわたって農業をのばしていく為に
は、特産物の開発、米価の改善、後継者を育
成する為の施策を自治会と市と一体となっ
て取り組んでいきたい。

国営緊急農地再編整備事業を契機に、6集落（春日部、中、南条、犬飼、法貴、寺）
で合同の営農組織「まる曽れい仙の郷」を立ち上げ、「まる曽玉ねぎ」の栽培に取
組んでいただいており、この取組が石井食品㈱と連携した商品づくり、ふるさと
納税につながる地場産品に発展するなど、本市としましては、地域の活性化や農
地の維持継承につながる好事例であると考えております。
　更なる特産品の開発につきましては、地元のご意見をお聞きしながら京都府と
も連携するとともに、農産物やその加工品のブランド推進を行うふるさと産品協
会へ参画するなど新規特産品振興助成に取組んでまいります。
　米価に関しましては、昨年度、農業者の生産意欲の維持を目的に、亀岡地域農業
再生協議会を通じて緊急支援金を交付するなど支援を行ってまいりました。今後
も、国や京都府の動向を注視してまいりたいと考えております。
　後継者の育成、担い手の確保につきましては、既に春日部や寺では営農活動組
織を法人化いただくなど、持続可能な生産体制の確立に向けて積極的に取組ん
でいただいておりますが、今後も、営農組織の法人化への支援をはじめ、後継者
を含めた新規就農者への支援など、本市としても地元と協力し継続して取組んで
まいります。

産業観光
部長

①実施 こん談会時の回答のとおりです。

9
曽我部町
自治会

曽我部町の史跡の再発見、再調査、再発掘、
再整備などを実施して観光資源として活用
したい。

曽我部町には西国三十三カ所観音巡礼の第二十一番札所である穴太寺や円山応
挙と所縁が深い金剛寺などの多くの文化財が所在していることは認識しておりま
す。
令和４年１２月に文化庁認定を受けた「亀岡市文化財保存活用地域計画」の措置内
に「㉛観光部局と連携し、歴史の道や巡礼道散策ルートの開発・普及啓発、ツアー
の設定」と明記しておりますので、今後、観光部局や関係団体と連携しながら活用
方法を検討していきたいと思っております。
曽我部町内にある犬飼城跡や法貴城跡については、亀岡市史編纂時に調査を
行っております。これらの山城跡についても亀岡市文化財保存活用地域計画の措
置に「㉙城跡などの文化財の調査とこれを活かした地域活性化の取り組み推進」
とありますので、こちらの活用についても地元と協議しながら進めていきたいと
考えております。また、関係機関と連携しながらPR方法についても検討していき
たいと思っております。

　
（教育部

長）
③検討 こん談会時の回答のとおりです。

10
曽我部町
自治会

国道423号重利バス停に上屋設置できな
いか。

　重利穴太寺のバス停の亀岡行きの方は上屋があり、、京阪京都交通が国の補助
をもらって、建てたものである。国の補助をもらって地域公共交通の施設整備を
行いました。国道の交差点付近でもあり、京都府、京阪京都交通の方とも相談し
ながら進められたらと思います。特に今回別院中学校が南桑中学校に統合したこ
とによって、生じたケースでもあり教育委員会とも相談して対応したいと考えま
す。

市長
（まちづく
り推進部

長）

④要望 こん談会時の回答のとおりです。
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